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平成２７年第２回定例会 

 

三 沢 市 議 会 会 議 録 

 

第４号（平成２７年７月８日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第１ 議案第48号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（平成２６年度三沢市一般会計

補正予算（第７号）） 

第２ 議案第49号 平成２７年度三沢市一

般会計補正予算（第１号） 

───────────────── 

  日程第１及び日程第２の議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （条例等審査特別委員会審査報告） 

第３ 議案第50号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて） 

第４ 議案第51号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の一部を改

正する条例の制定について） 

第５ 議案第52号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市税条例等の一部を改正

する条例の制定について） 

第６ 議案第53号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市原子力発電施設等立地

地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について） 

第７ 議案第54号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市介護保険条例の一部を

改正する条例の制定について） 

第８ 議案第55号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例及び三沢市

教育委員会教育長の給与、勤務

時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第９ 議案第56号 三沢市市民活動ネット

ワークセンター条例の一部を改

正する条例の制定について 

第10 議案第57号 三沢市再生可能エネル

ギー等導入促進基金条例の制定

について 

第11 議案第58号 三沢市特別用途地区内

における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第12 議案第59号 青森県市町村総合事務

組合を組織する地方公共団体数

の減少及び青森県市町村総合事

務組合規約の変更について 

第13 議案第60号 青森県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団

体数の減少及び青森県市町村職

員退職手当組合規約の変更につ

いて 

第14 議案第61号 上北地方教育・福祉事

務組合規約の変更について 

───────────────── 

  日程第３から日程第１４までの議事 
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   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

（総務文教常任委員会所管事務調査報告） 

第15 請願第１号 「安全保障関連法案」

の廃案を求める意見書採択の請

願 

───────────────── 

  日程第１５の議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （本定例会に提出された事件） 

第16 議員提出議案第２号 三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の

制定について 

───────────────── 

  日程第１６の議事 

   １．提案理由の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

第17 基地対策特別委員会中間報告 

第18 三沢駅周辺地域等活性化対策特別委

員会中間報告 

第19 産業建設常任委員会所管事務調査報

告 

第20 民生常任委員会所管事務調査報告 

第21 議員の派遣について 

───────────────── 

◎本日の会議に付した事件 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第１ 議案第48号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（平成２６年度三沢市一般会計

補正予算（第７号）） 

第２ 議案第49号 平成２７年度三沢市一

般会計補正予算（第１号） 

───────────────── 

  日程第１及び日程第２の議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （条例等審査特別委員会審査報告） 

第３ 議案第50号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて） 

第４ 議案第51号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の一部を改

正する条例の制定について） 

第５ 議案第52号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市税条例等の一部を改正

する条例の制定について） 

第６ 議案第53号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市原子力発電施設等立地

地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について） 

第７ 議案第54号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（三沢市介護保険条例の一部を

改正する条例の制定について） 

第８ 議案第55号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例及び三沢市

教育委員会教育長の給与、勤務

時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第９ 議案第56号 三沢市市民活動ネット

ワークセンター条例の一部を改

正する条例の制定について 
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第10 議案第57号 三沢市再生可能エネル

ギー等導入促進基金条例の制定

について 

第11 議案第58号 三沢市特別用途地区内

における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第12 議案第59号 青森県市町村総合事務

組合を組織する地方公共団体数

の減少及び青森県市町村総合事

務組合規約の変更について 

第13 議案第60号 青森県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団

体数の減少及び青森県市町村職

員退職手当組合規約の変更につ

いて 

第14 議案第61号 上北地方教育・福祉事

務組合規約の変更について 

───────────────── 

  日程第３から日程第１４までの議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

（総務文教常任委員会所管事務調査報告） 

第15 請願第１号 「安全保障関連法案」

の廃案を求める意見書採択の請

願 

───────────────── 

  日程第１５の議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （本定例会に提出された事件） 

第16 議員提出議案第２号 三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の

制定について 

───────────────── 

  日程第１６の議事 

   １．提案理由の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

第17 基地対策特別委員会中間報告 

第18 三沢駅周辺地域等活性化対策特別委

員会中間報告 

第19 産業建設常任委員会所管事務調査報

告 

第20 民生常任委員会所管事務調査報告 

第21 議員の派遣について 

───────────────── 

◎出席議員（１７名） 

議長    １番  小比類巻 雅 彦 君 

副議長   ９番  野 坂 篤 司 君 

２番  髙 橋 武 志 君 

３番  加 澤   明 君 

４番  奥 本 菜保巳 君 

５番  瀬 崎 雅 弘 君 

６番  澤 口 正 義 君 

８番  太 田 博 之 君 

１０番  春 日 洋 子 君 

１１番  西 村 盛 男 君 

１２番  堀   光 雄 君 

１３番  小比類巻 正 規 君 

１４番  舩 見 亮 悦 君 

１５番  馬 場 騎 一 君 

１６番  山 本 彌 一 君 

１７番  堤   喜一郎 君 

１８番  森   三 郎 君 

───────────────── 

◎欠席議員（０名） 

───────────────── 

◎欠員（１名） 

───────────────── 

◎説明のため出席した者（２６名） 

市     長  種 市 一 正 君 

副  市  長  米 田 光一郎 君 

政策財政部長  大 澤 裕 彦 君 

総 務 部 長  宮 古 直 志 君 
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民 生 部 長  山 本 智香子 君 

健康福祉部長  小 泉 富 男 君 

経 済 部 長  山 本   優 君 

建 設 部 長  高 橋 常 幸 君 

上下水道部長  今 村 哲 也 君 
政策財政部参事            

  山 本 剛 志 君 
兼政策調整課長            
政策財政部参事            

  田面木 るり子 君 
兼広報広聴課長            
総 務 部 参 事            

  別 部 容 寛 君 
兼 税 務 課 長            
経 済 部 参 事            

  皆 川   智 君 
兼企業立地推進室長            

財 政 課 長  伊 藤 徹 也 君 

総 務 課 長  佐々木   亮 君 

秘 書 課 長  田 島 一 雄 君 

国保年金課長  小 泉 厚 子 君 

介護福祉課長            
兼いきいきデイ  山 﨑   徹 君 

センター所長            

農 政 課 長  内 野 雅 之 君 

都市整備課長  吉 村 聖 毅 君 

三沢病院事務局長  小比類巻 雄 一 君 

消  防  長  葛 西 順 一 君 

教 育 委 員 長  宮 野 楠 見 君 

教  育  長  吉 田   健 君 

教 育 部 長  中 村 健 一 君 

代表監査委員  和 泉 英 世 君 

───────────────── 

◎職務のため出席した職員 

事 務 局 長  繫   範 雄 君 

次     長  田 辺 正 英 君 

庶 務 係 長  中 村 容 三 君 

主     査  一 戸   剛 君 

主     事  髙 橋 涼 平 君 
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午前１０時００分 開議   

○議長（小比類巻雅彦君） 出席議員は定足

数に達しておりますので、会議は成立いたし

ます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 なお、本日は休会日となっておりました

が、会議規則第１０条第３項の規定により、

御通知申し上げたとおり、特に本日、会議を

開くことになりました。御了承をお願いいた

します。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第４号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 議案第４８号及び 

   日程第２ 議案第４９号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 議案

第４８号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２６年度三沢市一般会計補正予算

（第７号））及び日程第２ 議案第４９号平

成２７年度三沢市一般会計補正予算（第１

号）の計２件を一括議題とします。 

 予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第４８号専決処分の承認を求めること

について（平成２６年度三沢市一般会計補正

予算（第７号））及び議案第４９号平成２７

年度三沢市一般会計補正予算（第１号）の２

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第４８号専決処分の承認を求

めることについて（平成２６年度三沢市一般

会計補正予算（第７号））、承認。議案第４

９号平成２７年度三沢市一般会計補正予算

（第１号）、可決とそれぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第 ３ 議案第５０号から 

   日程第１４ 議案第６１号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３ 議案

第５０号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について）から日程第１４ 

議案第６１号上北地方教育・福祉事務組合規

約の変更についてまでの計１２件を一括議題

とします。 

 条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項があります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第５０号専決処分の承認を求めること

について（三沢市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について）から議案第

６１号上北地方教育・福祉事務組合規約の変

更についてまでの１２議案は、委員長報告の

とおり決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第５０号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について）、

承認。議案第５１号専決処分の承認を求める

ことについて（三沢市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について）、承認。議案第５２号専決処

分の承認を求めることについて（三沢市税条
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例等の一部を改正する条例の制定につい

て）、承認。議案第５３号専決処分の承認を

求めることについて（三沢市原子力発電施設

等立地地域における固定資産税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて）、承認。議案第５４号専決処分の承認

を求めることについて（三沢市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について）、承

認。議案第５５号三沢市特別職の職員の給料

等に関する条例及び三沢市教育委員会教育長

の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、可決。議案第５

６号三沢市市民活動ネットワークセンター条

例の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第５７号三沢市再生可能エネルギー

等導入促進基金条例の制定について、可決。

議案第５８号三沢市特別用途地区内における

建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、可決。議案第５９号青

森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合

規約の変更について、可決。議案第６０号青

森県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職

手当組合規約の変更について、可決。議案第

６１号上北地方教育・福祉事務組合規約の変

更について、可決とそれぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１５ 請願第１号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１５ 請

願第１号「安全保障関連法案」の廃案を求め

る意見書採択の請願を議題とします。 

 総務文教常任委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項があります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

 なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 太田博之議員。 

○８番（太田博之君） 私は、請願第１号

「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書

採択の請願について、反対の立場で討論いた

します。 

 皆様御承知のとおり、我が国の安全保障に

関する関連法案は、５月１５日に国会へ提出

され、衆議院に特別委員会を設置し、審議し

ているものであり、国会においては、現在で

も通常国会の会期を延長して、慎重に審議し

ているものと理解をしております。 

 また、あわせて、政府は国民に対し丁寧な

説明を繰り返し、国民の理解が深まるよう鋭

意努力を重ねていると認識をしております

が、国民の解釈もさまざまであり、多様な視

点から賛否が拮抗していることも事実であり

ます。 

 そうした中、世界の秩序の安定に積極的に

国際貢献すべきことは、多くの国民が理解し

ていると思いますが、昨今の我が国を取り巻

く安全保障環境は、急激に不安定になりつつ

あり、憲法と国際政治のはざまで議論が深化

してきています。 

 今回提出された請願の趣旨は、国会・政府

に対して、安全保障関連法案の廃案を求める

ものでありますが、趣旨に記述している、い

つでも、どこでも、日本が戦争に参加するこ

とが可能となるという表現は、自衛隊の海外

派遣には国会の事前承認が必要なものであ

り、誤りであると言わざるを得ません。 

 いずれにいたしましても、地方議会が公益

に関する意見書を国会に提出することができ

ると地方自治法で定められており、地方の民

意を国政に反映させる手段として活用されて

おりますが、あくまでもこの安全保障関連法

案は、我が国の平和と安全を守るための法案

であり、防衛や外交といった国の専管事項と

して、国会が今まさに慎重に審議を行ってい

る最中であり、一地方自治体の議会として、

法案に賛否を問うということより、その審議

を見守るべきものだと思います。 
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 そして、この機会に、国際紛争の解決に向

け、国民の一人として、今後、この国がどう

あるべきかを市民一人一人が真剣に向き合わ

なければならない問題だとも思うのでありま

す。 

 以上のことから、安全保障関連法案につい

ては、繰り返しになりますが、国会の審議を

見守りつつ対応すべきであるとの観点から、

私はこの請願には反対するものであります。 

 終わります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本菜保巳議

員。 

○４番（奥本菜保巳君） 私は、青森県労働

組合総連合提出によります「安全保障関連法

案」の廃案を求める意見書採択の請願に対

し、賛成の立場で討論いたします。 

 当該請願の趣旨は、次のように述べられて

います。 

 安全保障関連法案では、これまで禁止され

ていた戦闘地域への自衛隊の派兵が認めら

れ、自衛隊の武器使用についても、自己防衛

に限られていたものが、さらに拡大される。

重要影響事態と政府が判断すれば、日本周辺

に限らず、地球の裏側まで自衛隊を派兵、米

軍とともに戦闘に参加することになる。 

 政府が存立危機事態と判断すれば、日本が

攻撃されていなくても、集団的自衛権を行

使、他国が起こした戦争に参加することにな

り、つまり、いつでも、どこでも、日本が戦

争に参加することが可能となるのである。 

 戦後７０年、憲法９条に守られ、日本は一

人の戦死者も出すことはなかった。 

 安全保障関連法案によって、日本が再び戦

争をする国へと転換することを認めることは

できないとあります。 

 私は、この趣旨に賛同いたします。 

 なぜなら、この法案は、現在、国会で審議

中ですが、衆院憲法審査会では、自民党推薦

を含む３人の憲法学者が、当該法案は憲法違

反であると明言しています。 

 さらに、これまで、歴代政権の元内閣法制

局長官らも、憲法違反であり、廃案にすべき

としています。 

 マスコミ各社の６月での世論調査では、反

対が賛成を大きく上回っています。最新で

は、毎日新聞の７月４日、５日に実施した世

論調査でも、反対が５８％、賛成は２９％に

とどまっています。憲法違反だと思うが５２

％、思わないが２９％。政府・与党の国民へ

の説明は十分だと思いますかとの問いに対し

ては、十分だが１０％、不十分だが８１％に

も及んでいます。今国会で成立させるに対し

ては、賛成は２８％、反対は６１％です。 

 地方議会から慎重審議を求め、廃案を求め

る意見書は３００を超え、ふえつつありま

す。 

 このような民意を無視して、政府は、衆議

院で８０時間程度をめどに通そうとしていま

す。来週１５日にも、数の力で強行採決する

構えです。これは、民主主義に反することで

はないでしょうか。 

 多くの憲法学者から憲法違反との指摘や反

対の民意に対し、全く聞く耳を持たない姿

勢、自民党の若手勉強会による、マスコミを

懲らしめるなどの報道機関への一連の圧力発

言など、強権体制と言わざるを得ません。恐

怖さえ感じます。 

 よって、この法案は廃止すべきだと思いま

す。 

 この問題は、基地を抱える三沢市にとって

も決して人ごとではありません。ぜひともこ

の請願に御賛同いただき、国に対し、廃案を

求める意見書を提出していただくよう切望

し、私の賛成討論を終わります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、討論を

終結します。 

 これより、採決します。 

 請願第１号「安全保障関連法案」の廃案を

求める意見書採択の請願に対する委員長報告

は、不採択です。 

 本請願について、採択と決することに賛成

の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小比類巻雅彦君） 起立少数です。 
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 よって、請願第１号「安全保障関連法案」

の廃案を求める意見書採択の請願は、不採択

とすべきものと決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１６ 議員提出議案２号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１６ 議

員提出議案第２号三沢市議会会議規則の一部

を改正する規則の制定についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を願います。 

 馬場騎一委員長の登壇を願います。 

○１５番（馬場騎一君） 議員提出議案第２

号について、その提案理由を説明申し上げま

す。 

 近年の男女共同参画の状況に鑑み、三沢市

議会においても女性議員が活躍できる環境づ

くりを促進するため、三沢市議会会議規則の

一部を改正する規則の制定について提案する

ものであります。 

 なお、詳細については、議案書に記載のと

おりでございます。 

 以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（小比類巻雅彦君） お諮りします。 

 この議案は、議員提出議員でもありますの

で、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会付託を省略し、本会議審議にしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

め、委員会付託を省略します。 

 これより、質疑を行いますが、通告があり

ませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議員提出議案第２号三沢市議会会議規則の

一部を改正する規則の制定については、原案

のとおり決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議員提出議案第２号三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の制定について

は、可決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１７ 基地対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１７ 基

地対策特別委員会中間報告を議題とします。 

 舩見亮悦委員長。 

○１４番（舩見亮悦君） 基地対策特別委員

会において審査中の事件について、会議規則

第４５条第２項の規定に基づき、中間報告を

いたします。 

 本委員会は、去る６月１９日、米空軍によ

るグローバルホークの三沢飛行場へのロー

テーション展開について及び三沢基地周辺対

策要望についての２件について会議を開催い

たしました。 

 はじめに、グローバルホークの三沢飛行場

への一時展開については、グアム島のアン

ダーセン基地を拠点としているグローバル

ホークが、昨年に引き続き三沢飛行場に一時

展開するものであり、ことしは７月上旬から

１１月ごろまでが２機、７月上旬から１２月

下旬ごろまでが２機、計４機が一時展開さ

れ、パイロットや整備士など約７０名が三沢

飛行場に一時的に配備されるとの説明を受け

ました。 

 具体的な配備の時期や運用態勢などについ

ては、米軍の運用上のことでもあり、不明と

のことでありましたが、委員からは、現地調

査などの実施により、運用状況の把握に努め

てほしいなどの意見が出されました。 

 次に、三沢基地周辺対策要望については、

昨年度、１１項目の要望項目をもって国等に

対し要望活動を実施したところであります

が、一部には成果が見られたものの、その多

くがまだ実現に至っていないことから、今年

度も引き続き要望活動を実施することとし、

今年度の要望項目について、執行部からの要



― 67 ―

望項目案をもとに、委員会で協議をいたしま

した。 

 その結果、今年度の要望項目を、昨年度の

要望項目１１項目から、集団移転跡地の有効

利用についての項目を削除した１０項目を継

続することに決定いたしました。 

 よって、防衛省所管分は、三沢飛行場第二

滑走路の早期着工について、住宅防音工事に

係る制度等の是正についてのほか、附帯農地

以外等についても要望により買収の対象とさ

れることを追加した、地域の実情に応じた移

転措置についてなど９項目。また、総務省所

管分は、基地交付金及び調整交付金の改善に

ついての１項目としたものであります。 

 なお、時期については、今後、執行部と協

議しながら調整の上、決定することといたし

ました。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告といたします。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第１８ 三沢駅周辺地域等活

性化対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１８ 三

沢駅周辺地域等活性化対策特別委員会中間報

告を議題とします。 

 西村盛男委員長。 

○１１番（西村盛男君） 本委員会において

審査中の事件について、三沢市議会会議規則

第４５条第２項の規定に基づき、中間報告を

いたします。 

 本委員会は、去る４月１５日から１７日ま

での３日間、先進地視察として、佐賀県武雄

市及び鳥栖市を訪問してまいりました。 

 現在、基本設計を実施しております三沢駅

周辺整備事業では、コンビニエンスストアや

飲食店への貸し付け部分、いわゆるテナント

部分について、補助事業の適用外となり、市

単独予算での整備を予定しているとのことで

あります。 

 このため、武雄市の視察においては、市営

の図書館でありながら、ツタヤ書店やスター

バックスが入居している武雄市図書館の整備

手法や管理運営方式の実情について調査を実

施してきたところでございます。 

 武雄市図書館では、図書館の管理運営をツ

タヤ書店の運営会社であるカルチュアコンビ

ニエンスクラブに指定管理委託するととも

に、ツタヤ書店の販売部分やスターバックス

店舗部分について行政財産の使用許可をする

ことにより、現在の管理運営方式が構築され

ているとのことであり、当該図書館の年間利

用者数は、改修前の平成２３年度が２５万人

に対し、改修後の平成２５年度が９２万人と

３倍以上になるとともに、市外や県外からの

利用者数の増加によって、市内宿泊施設や飲

食店を含めた経済効果が約２０億円もたらさ

れているとのことでありました。 

 ただし、当該事例についても、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律の規定

によって、施設整備費については補助金の活

用はせず、全て市単独予算での対応をしてい

るとのことでありました。 

 また、鳥栖市におきましては、ＪＲ在来線

の鳥栖駅と九州新幹線の新鳥栖駅、２カ所に

おける駅周辺整備事業について調査を実施し

てまいりました。 

 特に、新鳥栖駅周辺整備事業のうち、約６
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００台の駐車が可能なパーク・アンド・ライ

ド駐車場については、周辺に競合する民間駐

車場がなかったこともあり、駐車料金を１日

１００円に設定し、市民が利用しやすい上

に、違法駐車防止も図られるという工夫がな

されておりました。 

 本委員会といたしましては、今後におきま

しても、７月末に完成予定の基本設計の概要

をもとに、佐賀県武雄市及び鳥栖市の事例を

参考にしつつ三沢駅周辺整備事業や周辺の交

通体系に対する調査・提言を行うなどし、設

置目的である市民生活のさらなる利便性向上

及び観光政策の活性化が図られるよう取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、三沢駅周辺地域等活性化対策

特別委員会の中間報告とさせていただきま

す。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、三沢駅周辺地域等活性化対策特別

委員会については、引き続き閉会中の継続審

査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第１９ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１９ 産

業建設常任委員会所管事務調査報告を議題と

します。 

 加澤明委員長。 

○３番（加澤 明君） 先般、６月１１日に

行いました産業建設常任委員会の所管事務調

査について、その概要を御報告申し上げま

す。 

 今回は、経済部及び建設部の所管する事務

事業で、南町複合ショッピングセンター開店

に係る市の対応について、経済部の所管する

事務事業で、スカイプラザミサワの運営状況

について、上下水道部の所管する事務事業

で、下水道の整備状況についての３件を調査

いたしました。 

 はじめに、南町複合ショッピングセンター

開店に係る市の対応についてでありますが、

執行部の説明では、当該施設は平成２７年１

２月３日に新設予定であり、当該施設建設に

当たっての周辺住民への事前説明会を事業者

が行ったことや、市から県に対し十分な交通

対策をするよう要望している等の説明があり

ました。 

 委員からは、周辺住民への説明会の際に、

反対意見はなかったか、渋滞の解消に向けて

どのような取り組みをしているのかとの質問

があり、説明会での質問を聞く限り、反対意

見はなく、渋滞の解消に向けて、交差点の改

良等を県に対して要望していくとの回答があ

りました。 

 次に、スカイプラザの運営状況についてで

あります。 

 執行部の説明では、平成２７年７月１日よ

り、新たに新テナントとして萬屋三沢店を

オープンすることで、昨年度は約８８６万円

の赤字決算であったものの、新規テナント参

入により、家賃収入の増収及び貸し付け部分

の電気料金の負担の軽減により約１,５００万

円の増収が見込まれるとのことでした。 

 また、平成２８年度からは、返済開始の市

からの借入金３,０００万円については、前段

で説明があった家賃収入に加え、新規イベン

トにて、さらなる利益が見込まれることか

ら、予定どおり５年間で返済できる見込みと

のことでした。 

 次に、下水道の整備状況についてでありま

すが、執行部からの説明によると、平成２６

年度末の下水道普及率は７３.１％であり、汚
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水管路の延伸に伴い、毎年一、二％程度伸び

ており、水洗化率は８１.８％であるとのこと

でした。 

 今後の整備計画としては、古間木、春日台

地区の汚水管路並びに市立三沢病院の周辺に

接続するための汚水幹線を重点的に整備して

いくとのことでした。 

 また、市道により管路を布設できない箇所

については、路線ごとに受益者や町内会など

と相談しつつ問題解決に当たっているとの説

明がありました。 

 委員からは、広報みさわに掲載される整備

計画の図が毎年変わっていて、整合性がない

との意見があり、来年度からは、図面を工夫

し、市民に誤解のないような図面に変更する

との回答がありました。 

 今回の案件は、当市の地域経済の活性化や

私たちの生活に欠くことのできないインフラ

整備など、いずれも当市における重要課題で

ありますことから、今後も引き続きその動向

を注視し、調査・助言をしてまいりたいと考

えております。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調

査報告とさせていただきます。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 産業建設常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第２０ 民生常任委員会所管

事務調査報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２０ 民

生常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。 

 太田博之委員長。 

○８番（太田博之君） 去る７月１日に開催

いたしました民生常任委員会所管事務調査の

内容について御報告申し上げます。 

 今回の会議では、(仮称)子ども館整備事業

についてと、三沢病院におけるＰＥＴ－ＣＴ

の利用状況等について所管事務調査を行いま

した。 

 はじめに、(仮称)子ども館について、今

般、基本設計が終了したことから、今後の整

備計画や建物の概要について説明がありまし

た。 

 整備計画では、今年度は、各種関係団体や

子育てサークルなどから意見聴取を行い、平

成２８年度に実施設計、平成２９年度から３

０年度の２カ年にわたり建設工事を実施し、

平成３０年１１月の供用開始を目指している

とのことでありました。 

 建物は、地上２階建て、延べ床面積は１,０

７５.２０平米の鉄骨づくりとなっておりま

す。１階には、大小の遊戯室のほか、多目的

ホールやサークル支援室、一時預かり室など

を配置するほか、２階には、談話・カフェス

ペースや相談室等を設けるなど、市の子育て

支援の拠点として整備を進めるとのことであ

りました。 

 また、建設に伴う財源については、当初は

厚生労働省の補助を予定しておりましたが、

国の財源が不透明であることから、防衛省の

補助金を活用したいとの報告もありました。 

 委員からは、維持管理費を計画の段階でき

ちんと精査をして対応してほしい。また、ベ

ビーカーでの来館も相当数あると予想される

ことから、ベビーカーを置けるスペースも検

討してほしいなどの意見が出されたほか、開

館後の利用者負担はあるのかという質問があ

り、執行部では、現在のところ利用者の負担

は考えていないとの回答がありました。 

 いずれにいたしましても、各委員の意見や

利用者等の声をしっかりと実施設計に反映さ

せながら、市民の期待に応えられるような施

設となることを望むものであります。 

 次に、三沢市立三沢病院では、去る３月２

３日からＰＥＴ－ＣＴによる検査・検診を開

始していることから、運用当初から６月まで

の検査の実施状況や、７月以降の予約状況に

ついて調査を行いました。 
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 運用開始から６月までは、おおむね順調に

推移をしてきたものの、７月以降の予約状況

が思うように伸びていないことから、病院と

しても、その原因を調査・分析したところで

あります。 

 その結果、ＰＲ不足ということもあるが、

検査を受けるためには高額な検査料が必要と

なることが一番の要因であると考えられると

の説明がありました。 

 三沢病院としては、ＰＥＴ－ＣＴの利用率

の向上とともに、市がこの５月に健康都市宣

言を行ったことから、市民が一体となって健

康づくりを目指すこととあわせ、がん検診の

受診率向上のため、市民の方が検診を受ける

際に補助金を交付することを検討中であり、

ことし１０月をめどに実施したいと考えてい

る旨の説明がありました。 

 本委員会としては、市民の生活の向上、安

心・安全な暮らしの確保を第一に、今後とも

随時調査を行い、意見・提言してまいりたい

と考えております。 

 以上、民生常任委員会の所管事務調査とい

たします。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 民生常任委員会の所管事務調査について

は、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第２１ 議員の派遣について 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２１ 議

員の派遣についてを議題とします。 

 詳細につきましては、印刷してお手元に配

付したとおりです。 

 お諮りします。 

 地方自治法第１００条第１３項及び三沢市

議会会議規則第１６０条の規定により、別紙

のとおり議員を派遣することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本定例

会に付議された事件は全て議了いたしまし

た。 

───────────────── 

  ◎市長挨拶 

○議長（小比類巻雅彦君） ここで、市長よ

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 平成２７年三沢市議

会第２回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶申し上げます前

に、去る６月２８日にウエナッチ市で発生い

たしました、約１６平方キロメートルに及ぶ

林野火災で消防士お二人が負傷され、果物会

社の倉庫を含む商業施設など２８戸が火災に

遭い、数百人が避難を余儀なくされたウエ

ナッチ市民の皆様に心よりお見舞い申し上げ

ます。 

 三沢市では、姉妹都市委員会を中心に、義

捐金募集の支援活動を始めたところでありま

す。ウエナッチ市民の皆様には、一日も早く

平穏な生活を取り戻されますようお祈り申し

上げます。 

 さて、今定例会は、去る６月２９日に開会

され、本日まで１０日間にわたり、平成２７

年度三沢市一般会計補正予算をはじめ、行政

運営上必要な条例の制定等、１４の案件につ

いて慎重なる御審議を賜り、それぞれ原案ど

おり御議決、御承認を賜りまして、衷心より

感謝申し上げます。 

 御議決賜りました各議案の執行に当たりま

しては、御審議の過程におきまして議員各位

から賜りました御意見、御提言を十分尊重

し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注し

てまいりますので、何とぞ一層の御支援、御

協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶と
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いたします。 

 大変ありがとうございました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） これをもちまし

て、平成２７年三沢市議会第２回定例会を閉

会します。 

午前１０時３９分 閉会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


